
令和８年第２回宝塚市議会定例会提出議案 

報告第 ２ 号  専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市市税条例の一

部を改正する条例の制定について） 

報告第 ３ 号  専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市都市計画税条

例の一部を改正する条例の制定について） 

報告第 ４ 号  専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市国民健康保険

税条例の一部を改正する条例の制定について） 

議案第 ４７ 号  令和８年度宝塚市一般会計補正予算（第１号）（別冊） 

議案第 ４８ 号  令和８年度宝塚市水道事業会計補正予算（第１号）（別冊） 

議案第 ４９ 号  執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

議案第 ５０ 号  宝塚市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第 ５１ 号  宝塚市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第 ５２ 号  職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

議案第 ５３ 号  地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について 

議案第 ５４ 号  宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

議案第 ５５ 号  宝塚市立地域児童育成会条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第 ５６ 号  宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

議案第 ５７ 号  和解することについて 

議案第 ５８ 号  損害賠償の額の決定について 

議案第 ５９ 号  宝塚市自治功労者の認定について 

議案第 ６０ 号  宝塚市自治功労者の認定について 

議案第 ６１ 号  宝塚市農業委員会の委員任命につき同意を求めることについて 

諮問第 ２ 号  人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて 

 

 





報告第２号 

   専決処分した事件の承認を求めることについて 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定により報告し、承認を求める。 

令和８年（２０２６年）５月２２日提出 

宝塚市長 森  臨太郎 

 

専決第７号 

専 決 処 分 書 

宝塚市市税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、次のとおり専決処分する。 

令和８年（２０２６年）３月３１日 

宝塚市長 森  臨太郎 

 

宝塚市条例第２１号 

   宝塚市市税条例の一部を改正する条例 

宝塚市市税条例（昭和２９年条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

第２０条中「、第７７条の７第１項」を削り、同条第２号及び第３号中「第７７条の７

第１項の申告書、」を削る。 

第２６条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「という。）」

の次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）」を加える。 

第７７条第１項を次のように改める。 

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 

第７７条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第１項」を

「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を」に改め、同

項ただし書中「これを課さない」を「この限りでない」に改め、同項を同条第２項とする。 

第７７条の２第１項を次のように改める。 

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合に

は、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

第７７条の２第２項中「三輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第３項及び第
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４項を削る。 

第７７条の４から第７７条の９までを削る。 

第７８条（見出しを含む。）、第７９条（見出しを含む。）、第８０条の見出し並びに同

条第１項及び第２項、第８１条の２（見出しを含む。）並びに第８１条の３（見出しを含

む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８２条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種別割」を「軽

自動車税」に、「施行規則第３３号の４の２様式」を「施行規則第３３号の４様式」に改

め、同条第２項及び第３項中「施行規則第３３号の４の２様式」を「施行規則第３３号の

４様式」に改める。 

第８３条の見出し、第８５条（見出しを含む。）並びに第８５条の２の見出し並びに同

条第１項、第２項、第４項及び第５項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８６条第２項中「第７７条第３項ただし書」を「第７７条第２項ただし書」に、「種

別割」を「軽自動車税」に改め、同条第７項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 附則第６条の３の前の見出し及び同条を削る。 

附則第６条の３の２に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）」

を付し、同条第１項中「居住年が平成１１年から平成１８年まで又は」を「同法第４１条

第１項に規定する居住年が」に、「において、前条第１項の規定の適用を受けないときは」

を「には」に、「附則第５条の４の２第５項」を「附則第５条の４第５項」に改め、同条第

２項中「附則第６条の３の２第１項」を「附則第６条の３第１項」に改め、同条を附則第

６条の３とする。 

附則第６条の６第１項及び第６条の９中「、附則第４条の３第２項、附則第６条第１項、

附則第６条の３の２第１項及び附則第６条の４」を「並びに附則第４条の３第２項、第６

条第１項、第６条の３第１項及び第６条の４」に改める。 

附則第７条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、同条第２項中「、第６条

の３の２第１項」を削る。 

附則第９条の２第３項中「附則第１５条第１４項」を「附則第１５条第１３項」に改め、

同条第４項中「附則第１５条第２１項」を「附則第１５条第２０項」に改め、同条第５項

中「附則第１５条第２２項第１号」を「附則第１５条第２１項第１号」に改め、同条第６

項中「附則第１５条第２２項第２号」を「附則第１５条第２１項第２号」に改め、同条第

７項中「附則第１５条第２２項第３号」を「附則第１５条第２１項第３号」に改め、同条
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第８項中「附則第１５条第２３項第１号」を「附則第１５条第２２項第１号」に改め、同

条第９項中「附則第１５条第２３項第２号」を「附則第１５条第２２項第２号」に改め、

同条第１０項から第２０項までを削り、同条第２１項中「附則第１５条第２８項」を「附

則第１５条第２７項」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第２２項中「附則第１５条

第３２項」を「附則第１５条第３１項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第２３項

中「附則第１５条第３６項」を「附則第１５条第３５項」に改め、同項を同条第１２項と

し、同条第２４項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３６項」に改め、同項

を同条第１３項とし、同条第２５項中「附則第１５条第４０項」を「附則第１５条第３９

項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第２６項中「附則第１５条第４１項」を「附

則第１５条第４０項」に改め、同項を同条第１５項とし、同条第２７項を同条第１６項と

し、同条第２８項を同条第１７項とする。 

附則第９条の３第７項中「附則第１２条第１６項」を「附則第１２条第１７項」に改め、

同条第８項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２０項」に改め、同条第９項

第４号中「附則第１２条第２３項」を「附則第１２条第２４項」に改め、同項第６号中「附

則第１２条第２４項」を「附則第１２条第２５項」に改め、同条第１０項第５号及び同条

第１２項第５号中「附則第１２条第３１項」を「附則第１２条第３２項」に改め、同条第

１５項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２０項」に改め、同条第１６項中

「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律施行規則(平成１８年国土交通省令第１１０号)第１０条第２項

に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成２４年法

律第４９号)第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である」を「施行規

則附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害

者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第１項に

規定する建築物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）又は同法

第１７条第３項第１号に規定する同法第２条第２０号に規定する建築物特定施設の構造及

び配置に関する基準に適合する」に改め、同項第３号を次のように改める。 

(３) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成１８

年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の条例で定める同法第２条第１８号

に規定する特定建築物を含む。）のいずれに該当するかの別 
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附則第１４条の３から第１４条の７までを削る。 

附則第１５条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第４４４条第３項に規

定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」に、「から第４項まで」

を「及び第３項」に改め、「の種別割」を削り、同条第２項中「令和４年４月１日から令

和８年３月３１日まで」を「令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで」に改め、

「の種別割」を削り、同条第３項中「法第４４６条第１項第３号」を「同項」に改め、「及

び次項」を削り、「令和４年４月１日」を「令和７年４月１日」に、「当該初回車両番号指

定を受けた日の属する年度の翌年度分」を「令和８年度分」に改め、「の種別割」を削り、

同条第４項を削る。 

附則第１５条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」を削り、

「から第４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項及び第３項中「の種別割」を削

る。 

附則第１５条の４第３項第２号及び附則第１５条の５第３項第２号中「、附則第６条第

１項、第６条の３第１項及び第６条の３の２第１項」を「並びに附則第６条第１項及び第

６条の３第１項」に改める。 

附則第１６条第３項第２号中「、附則第６条第１項、附則第６条の３第１項及び附則第

６条の３の２第１項」を「並びに附則第６条第１項及び第６条の３第１項」に改める。 

附則第１６条の２第１項及び第２項中「令和８年度」を「令和１１年度」に改める。 

附則第１７条第５項第２号、第１８条第２項第２号及び第１９条第２項第２号中「、附

則第６条第１項、附則第６条の３第１項及び附則第６条の３の２第１項」を「並びに附則

第６条第１項及び第６条の３第１項」に改める。 

附則第１９条の２第２項第２号及び第５項第２号並びに第１９条の３第２項第２号及び

第５項第２号中「、第６条の３第１項及び第６条の３の２第１項」を「及び第６条の３第

１項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

２ 別段の定めがあるものを除き、改正後の宝塚市市税条例（以下「新条例」という。）

の規定中固定資産税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の固定資産税について適
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用し、令和７年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地方税法等の

一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭

和２５年法律第２２６号。次項において「旧法」という。）附則第１５条第２５項に規

定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従

前の例による。 

４ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の１１第１

項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に

対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

５ 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の軽自動車税に

ついて適用する。 

６ この条例の施行の日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境

性能割については、なお従前の例による。 

７ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

 （宝塚市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

８ 宝塚市市税条例の一部を改正する条例（平成２６年条例第１９号）の一部を次のよう

に改正する。 

  附則第６条中「の種別割」を削る。 
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報告第３号 

   専決処分した事件の承認を求めることについて 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定により報告し、承認を求める。 

令和８年（２０２６年）５月２２日提出 

宝塚市長 森  臨太郎 

 

専決第８号 

専 決 処 分 書 

宝塚市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第１７９条第

１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

令和８年（２０２６年）３月３１日 

                        宝塚市長 森  臨太郎   

 

宝塚市条例第２２号 

   宝塚市都市計画税条例の一部を改正する条例 

宝塚市都市計画税条例（昭和３３年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第１４項」を「附則第１５条第１３項」

に改める。 

附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３２項」を「附則第１５条第３１項」

に改める。 

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３６項」を「附則第１５条第３５項」

に改める。 

附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３６項」

に改める。 

附則第６項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４１項」を「附則第１５条第４０項」

に改める。 

附則第７項の見出し中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に改め、同

項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条
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第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成

２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である」

を「施行規則附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及び高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１４

条第１項に規定する建築物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）

又は同法第１７条第３項第１号に規定する同法第２条第２０号に規定する建築物特定施設

の構造及び配置に関する基準に適合する」に改め、同項第３号を次のように改める。 

(３) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成１８

年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の条例で定める同法第２条第１８号

に規定する特定建築物を含む。）のいずれに該当するかの別 

附則第１９項中「第９項、第１３項から第１７項まで、第１９項、第２０項、第２４項、

第２７項、第３１項から第３３項まで、第３６項、第３７項、第４１項若しくは第４４項」

を「第８項、第１２項から第１６項まで、第１８項、第１９項、第２３項、第２６項、第

３０項から第３２項まで、第３５項、第３６項、第４０項若しくは第４３項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 次項に定めるものを除き、改正後の宝塚市都市計画税条例の規定は、令和８年度以後

の年度分の都市計画税について適用し、令和７年度分までの都市計画税については、な

お従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に地方税法等の一部を改正する

法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）附則１５条の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に

規定する改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例に

よる。 
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報告第４号 

   専決処分した事件の承認を求めることについて 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定により報告し、承認を求める。 

令和８年（２０２６年）５月２２日提出 

宝塚市長 森  臨太郎 

 

専決第９号 

専 決 処 分 書 

宝塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第１７９

条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

令和８年（２０２６年）３月３１日 

                          宝塚市長 森  臨太郎   

 

宝塚市条例第２３号 

宝塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

宝塚市国民健康保険税条例（昭和３４年条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第１号中「及び介護保険法」を「、介護保険法」に改め、「介護納付金」と

いう。）」の次に「及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による

子ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。）」

を加え、同項に次の１号を加える。 

(４) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用（兵庫県の国民健康保険に関する特別会計において負担

する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充て

るための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

 第２条に次の１項を加える。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を

除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに

被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険

者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第７０３条の４第３０
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項に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保

険者均等割額を加算した額とする。ただし、加算後の額が法施行令第５６条の８８の２

第４項に規定する額を超える場合においては、子ども・子育て支援納付金課税額は、同

項に規定する額とする。 

 第３条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」を「法」

に改める。 

 第５条第１号中「第５条の４」の次に「、第７条の６」を加える。 

 第７条の２の次に次の４条を加える。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額） 

第７条の３ 第２条第５項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控

除後の総所得金額等に１００分の０．２９を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額） 

第７条の４ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１，３００円と

する。 

（１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保険者均

等割額） 

第７条の５ 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、被保険者１人について

１００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額） 

第７条の６ 第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

(１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ９００円 

(２) 特定世帯 ４５０円 

(３) 特定継続世帯 ６７５円 

 第１１条中「並びに第２条第４項本文」を「、第２条第４項本文」に改め、「第３項に

規定する額を超える場合には、同項に規定する額）」の次に「並びに第２条第５項本文の

子ども・子育て支援納付金課税額から当該各号キからケまでに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が法施行令第５６条の８８の２第４項に規定する額を超える場合に

は、同項に規定する額）」を加え、同条第１号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均
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等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について ９１０円 

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保

険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について ７０円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ６３０円 

(イ) 特定世帯 ３１５円 

(ウ) 特定継続世帯 ４７３円 

 第１１条第２号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について ６５０円 

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保

険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について ５０円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４５０円 

(イ) 特定世帯 ２２５円 

(ウ) 特定継続世帯 ３３８円 

 第１１条第３号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について ２６０円 

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保

険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） 

１人について ２０円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等
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割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １８０円 

(イ) 特定世帯 ９０円 

(ウ) 特定継続世帯 １３５円 

 第１１条の２に次の２項を加える。 

５ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に未就学児がある場合における当該未就

学児に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額は、第７条の４に定め

る額から、６５０円を減額して得た額とする。 

６ 前項の規定にかかわらず、前条の規定により国民健康保険税の額を減額するものとし

た納税義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る子ども・子育て

支援納付金課税額の被保険者均等割額は、同条の規定により減額した後の額から、次の

各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

(１) 前条第１号キに規定する金額を減額した世帯 １９５円 

(２) 前条第２号キに規定する金額を減額した世帯 ３２５円 

(３) 前条第３号キに規定する金額を減額した世帯 ５２０円 

 第１１条の３の見出し中「及び均等割額」を「並びに被保険者均等割額及び１８歳以上

被保険者均等割額」に改め、同条第１項各号列記以外の部分中「及び」を「並びに」に改

め、「被保険者均等割額」の次に「及び１８歳以上被保険者均等割額」を加え、同項第１

号中「第２４条の３０の５」を「第２４条の３０の６」に改め、同項に次の３号を加える。 

(７) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額 

 当該出産被保険者につき第７条の３の規定により算定した各年度の所得割額の

１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数

を乗じて得た額 

(８) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 当該出産被保険者につき第７条の４の規定により算定した各年度の被保

険者均等割額（第１１条に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、そ

の減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後

期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(９) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以

上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第７条の５の規定により算定した各
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年度の１８歳以上被保険者均等割額（第１１条に規定する金額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額後の１８歳以上被保険者均等割額）の１２分の１の額

に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 第１１条の４中「第１１条の４」を「第１１条の５」に改め、同条を第１１条の５とす

る。 

第１１条の３の次に次の１条を加える。 

（１８歳未満被保険者の被保険者均等割額の減額） 

第１１条の４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に１８歳に達する日以後の最

初の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）がある場

合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額（当該納税義務者の世帯に属する１８歳未満被保険者につき算定した被保険者

均等割額（前３条に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の

被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額

に相当する額を減額して得た額とする。 

 附則第２項、第３項及び第５項から第１２項までの規定中「及び第６条」を「、第６条

及び第７条の３」に改める。 

 附則第１３項中「第２条第２項から第４項まで」を「第２条第２項から第５項まで」に

改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度分の国民健康保

険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例に

よる。 
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議案第４９号 

   執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

  令和８年（２０２６年）５月２２日提出 

宝塚市長 森  臨太郎   

 

宝塚市条例第  号 

執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例 

執行機関の附属機関設置に関する条例（昭和４１年条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

 第１条の表教育委員会の部宝塚市教育環境審議会の項を次のように改める。 

宝塚市教育環境審

議会 

市立小学校、市立中学校並

びに市立及び私立の幼稚

園その他の就学前教育施

設に係る教育環境の整備

についての調査、審議に関

する事務 

１４人以内 

（必要に応

じ臨時委員

を置く。） 

知識経験者 ４人以

内 

児童又は生徒の保護

者の代表者 ２人 

学校長 ２人 

幼稚園長 １人 

保育所長 １人 

市内の公共的団体の

代表者 ２人 

公募による市民 ２

人 

第１条の表教育委員会の部宝塚市幼稚園教育審議会の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５０号 

宝塚市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市市税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和８年（２０２６年）５月２２日提出 

宝塚市長 森  臨太郎 

 

宝塚市条例第  号 

   宝塚市市税条例の一部を改正する条例 

宝塚市市税条例（昭和２９年条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

第３５条の７第２項中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」

に改める。 

第３７条の２第１項ただし書中「及び第３７条の３の３第１項」を「並びに第３７条の

３の３第１項及び第２項第４号」に改める。 

第３７条の３の２第１項第２号中「除き、」を「除く。次条第１項第２号において同じ。）

（」に改め、「次条第１項において同じ。」を削り、同条第５項中「次条第４項」を「次条

第５項」に改める。 

第３７条の３の３第１項を次のように改める。 

次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）は、公的年金等支

払者（所得税法第２０３条の６第１項に規定する申告書の提出の際に経由すべき同項に

規定する公的年金等（以下この項において「公的年金等」という。）の支払者をいう。

以下この条において同じ。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、

施行規則で定めるところにより、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的

年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

(１) 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者 

(２) 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受ける

ものを除く。）の支払を受ける第２４条第１項第１号に掲げる者であって、特定配

偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が９００万円以下であるものに限る。）

の自己と生計を一にする配偶者（合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）

をいう。次号及び次項第３号において同じ。）（退職手当等（第５２条の２に規定
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する退職手当等に限る。以下この号において同じ。）に係る所得を有する者に限る。）

又は扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係

る所得を有する者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る所得を有する者

であって、合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）を有する者 

(３) 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受ける

ものに限る。）の支払を受ける第２４条第１項第１号に掲げる者（当該年中に支払

を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべ

き日の前日の現況において令第４８条の９の７の３に定める金額に満たない者を除

く。）であって、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者若し

くは扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。）若しくは特定

親族（合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）を有する者 

第３７条の３の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項とし、同

条第４項中「第４８条の９の７の３」を「第４８条の９の８」に改め、同項を同条第５項

とし、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に、「法 第

３１７条の３の３第１項の規定による申告書に」を「同条第１項の規定による申告書に」

に、「法第３１７条の３の３第１項の規定による申告書を提出」を「同条第１項の規定に

よる申告書を提出」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 公的年金等支払者の名称 

(２) 公的年金等受給者が、法第３１４条の２第１項第６号に規定する特別障害者又は

その他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひ

とり親に該当する場合にはその旨 

(３) 特定配偶者の氏名 

(４) 扶養親族又は特定親族の氏名 

(５) その他施行規則で定める事項 

第５８条中「が土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあっては２０万円」を削

り、「１５０万円」を「１８０万円」に改める。 

第６２条第１項中「同月２８日まで」を「同月２６日まで」に改める。 

附則第５条中「から令和９年度まで」を「以後」に改める。 

附則第６条の３第１項中「令和２０年度」を「令和２５年度」に、「令和７年」を「令和
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１２年」に改める。 

附則第６条の４中「又は第１９条第１項」を「、第１８条の３第１項又は第１９条第１

項」に、「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改める。 

附則第９条の２中第１７項を第２５項とし、第１０項から第１６項までを８項ずつ繰り

下げ、第９項の次に次の８項を加える。 

１０ 法附則第１５条第２４項第１号イに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は、３分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第２４項第１号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は、３分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第２４項第１号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は、３分の１とする。 

１３ 法附則第１５条第２４項第１号ニに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は、３分の１とする。 

１４ 法附則第１５条第２４項第２号に規定する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は、５分の３とする。 

１５ 法附則第１５条第２４項第３号イに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は、２分の１とする。 

１６ 法附則第１５条第２４項第３号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は、２分の１とする。 

１７ 法附則第１５条第２４項第４号に規定する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は、１２分の７とする。 

附則第９条の２に次の１項を加える。 

２６ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の１と

する。 

附則第１６条の２第２項中「附則第３４条の２第５項」を「附則第３４条の２第６項」

に、「附則第３４条の２第１０項」を「附則第３４条の２第１２項」に改め、同条に次の

１項を加える。 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の納税義務

者が、租税特別措置法第３１条の２第２項第１３号から第１５号までに掲げる土地等の

譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした時にお
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いて地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地すべり防止区域、

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１

項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律（平成１２年法律第５７号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域又は特定都

市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第５６条第１項の浸水被害防止区域

内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第１項又は第２項に規定する優良住宅地等のた

めの譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。 

附則第１８条の２の次に次の１条を加える。 

（特定暗号資産等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１８条の３ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３８条の２第

１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡

所得及び雑所得については、第２６条第１項及び第２項並びに第３５条の３の規定にか

かわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所

得の金額として令附則第１８条の６の４で定めるところにより計算した金額（以下この

項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。）に対し、特定暗号資産

に係る課税譲渡所得等の金額（特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額（次項第１号の規

定により読み替えて適用される第３５条の２の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）をいう。）の１００分の３に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(１) 第３５条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総

所得金額、附則第１８条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金

額」とする。 

(２) 第３５条の６から第３５条の８まで、第３５条の９第１項並びに附則第６条第１

項及び第６条の３第１項の規定の適用については、第３５条の６中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第１８条の３第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第３５条の７第１項前段、第３５条の８、第３５条の９第１項並びに附

則第６条第１項及び第６条の３第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第１８条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３５条の７

第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第１８条の３第１項

の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 
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(３) 第３６条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は附則第１８条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲

渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若し

くは附則第１８条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と

する。 

(４) 附則第４条の３の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに附則第１８条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る

譲渡所得等の金額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第１８条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

(１) 第３７条の２第１項ただし書、第３７条の３の２及び第３７条の３の３の改正規

定並びに附則第５条の改正規定及び附則第６条の３第１項の改正規定並びに次項及

び附則第３項の規定 令和９年１月１日 

(２) 第５８条及び第６２条第１項の改正規定並びに附則第７項及び第８項の規定 令

和９年４月１日 

(３) 第３５条の７第２項の改正規定並びに附則第６条の４の改正規定（「附則第５条

の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改める部分に限る。）及び

附則第１６条の２の改正規定並びに附則第５項の規定 令和１０年１月１日 

(４) 附則第６条の４の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第１８条

の２の次に１条を加える改正規定並びに附則第４項及び第６項の規定 金融商品取

引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和８年法律第 号）の施

行の日の属する年の翌々年の１月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

２ 改正後の宝塚市市税条例（以下「新条例」という。）第３７条の３の３第１項及び第

２項の規定は、前項第１号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき公的年金等

について提出する新条例第３７条の３の３第１項の規定による申告書について適用し、

同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した改正前の宝塚市市税条例第３７
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条の３の３第１項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

３ 新条例附則第６条の３第１項及び第２項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令

和８年１月１日以後に所得税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第１２号。以下

この項において「所得税法等改正法」という。）第７条の規定による改正後の租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第１６

項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第１６項に規定する

特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第１７項の規定により同条第１項に

規定する既存住宅とみなされる同条第１７項に規定する特例既存住宅及び同条第３５項

の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要耐

震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（同条第１７項の規定により同条第

１項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第１７項に規定する特例増改築等

をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。）又は同条

第６項に規定する認定住宅等（同条第１８項の規定により同条第６項に規定する認定住

宅等とみなされる同条第１８項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定

めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市民税の所得割の納

税義務者が同日前に所得税法等改正法第７条の規定による改正前の租税特別措置法第

４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第２０項の規定により同条第１項に規定する

居住用家屋とみなされる同条第２０項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既

存住宅（同条第３５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第

３５項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（当該増改築

等に係る部分に限る。）又は同条第１０項に規定する認定住宅等（同条第２１項の規定

により同条第１０項に規定する認定住宅等とみなされる同条第２１項に規定する特例認

定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合

については、なお従前の例による。 

４ 附則第１号第４号に掲げる規定による改正後の宝塚市市税条例附則第６条の４の規定

は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び附則第６項において「４号施行日」

という。）の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、４号施

行日の属する年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

５ 新条例附則第１６条の２第４項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が附則第１項

第３号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第１６条の２第１項の土地等の譲
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渡について適用する。 

６ 新条例附則第１８条の３の規定は、４号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分の

個人の市民税について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

７ 新条例第５８条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令

和８年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

８ 新条例第６２条第１項の規定は、令和９年４月１日以後に課する固定資産税について

適用し、同日前に課された固定資産税については、なお従前の例による。 

９ 新条例附則第９条の２第１０項から第１７項までの規定は、令和８年４月１日以後に

取得された地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定によ

る改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項において「新法」という。）附

則第１５条２４項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する令和９年

度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

１０ 新条例附則第９条の２第２６項の規定は、令和８年４月１日以後に新法附則第１５

条の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修特別特

定建築物に対して課する令和９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 
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議案第５１号 

宝塚市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市都市計画税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和８年（２０２６年）５月２２日提出 

宝塚市長 森  臨太郎 

 

宝塚市条例第  号 

   宝塚市都市計画税条例の一部を改正する条例 

宝塚市都市計画税条例（昭和３３年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「同月２８日まで」を「同月２６日まで」に改める。 

附則第２０項を附則第２１項とし、附則第１９項を附則第２０項とする。 

附則第１８項中「附則第８項及び第１０項」を「附則第９項及び第１１項」に、「附則

第８項及び第１１項」を「附則第９項及び第１２項」に、「附則第９項、第１１項及び第

１２項」を「附則第１０項、第１２項及び第１３項」に、「附則第１１項から第１３項ま

で」を「附則第１２項から第１４項まで」に、「附則第１３項」を「附則第１４項」に、

「附則第１４項から第１６項まで」を「附則第１５項から第１７項まで」に、「附則第

１５項」を「附則第１６項」に改め、同項を附則第１９項とする。 

附則第１７項の前の見出しを削り、同項を附則第１８項とし、同項の前に見出しとして

「（宅地化農地に対して課する都市計画税の納税義務の免除等）」を付する。 

附則第１６項を附則第１７項とし、附則第１５項を附則第１６項とする。 

附則第１４項の前の見出しを削り、同項を附則第１５項とし、同項の前に見出しとして

「（市街化区域農地に対して課する平成６年度以降の各年度分の都市計画税の特例）」を

付する。 

附則第１３項を附則第１４項とする。 

附則第１２項中「附則第８項」を「附則第９項」に改め、同項を附則第１３項とする。 

附則第１１項中「附則第８項」を「附則第９項」に改め、同項を附則第１２項とする。 

附則第１０項中「附則第８項」を「附則第９項」に改め、同項を附則第１１項とする。 

附則第９項を附則第１０項とする。 

附則第８項の前の見出しを削り、同項を附則第９項とし、同項の前に見出しとして「（宅

地等に対して課する令和６年度から令和８年度までの各年度分の都市計画税の特例）」を
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付する。 

附則第７項を附則第８項とし、附則第６項の次に次の１項を加える。 

（法附則第１５条の１１第１項の条例で定める割合） 

７ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の１とす

る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第５条第１項の改正規定及び次項の規

定は、令和９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第５条第１項の規定は、令和９年４月１日以後に課する都市計画税について

適用し、同日前に課された都市計画税については、なお従前の例による。 

３ 改正後の附則第７項の規定は、令和８年４月１日以後に地方税法等の一部を改正する

法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）附則第１５条の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項

に規定する改修特別特定建築物に対して課する令和９年度以後の年度分の都市計画税に

ついて適用する。 
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議案第５２号 

職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するも

のとする。 

令和８年（２０２６年）５月２２日提出 

                        宝塚市長 森  臨太郎   

 

宝塚市条例第  号 

   職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例 

 職員の分限の手続及び効果に関する条例（昭和２９年条例第９号）の一部を次のように

改正する。 

第３条第４項を削る。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５３号 

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

の制定について 

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次のとお

り制定するものとする。 

令和８年（２０２６年）５月２２日提出 

                        宝塚市長 森  臨太郎   

 

宝塚市条例第  号 

   地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 （昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関す

る条例の一部改正）  

第１条 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に

関する条例（平成元年条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「第２４３条の２の８」を「第２４３条の２の９」に改める。 

 （宝塚市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 宝塚市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年条例第４７号）

の一部を次のように改正する。 

  第６条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に改める。 

（宝塚市病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第３条 宝塚市病院事業の設置等に関する条例（昭和５８年条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第６条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和８年９月２４日から施行する。 
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議案第５４号 

   宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

  令和８年（２０２６年）５月２２日提出 

宝塚市長 森  臨太郎   

 

宝塚市条例第  号 

   宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 宝塚市福祉医療費の助成に関する条例（平成３年条例第１７号）の一部を次のように改

正する。 

第１条の２第３号及び第４号中「６歳」を「９歳」に改める。 

第２条第１項第３号中「及び小児」を削り、同項４号中「高校生等」を「小児及び高校

生等」に改め、同条第２項第２号中「第４条第５項」を「第４条第７項」に改め、同条第

３項中「、第５条の４の２」を削る。 

第４条第１項を削り、同条第２項中「被保険者等負担額から」を「当該療養の給付等に

係る医療に要する費用の額から医療保険各法に基づき保険者（医療保険各法の規定により

療養の給付等を行うものをいう。）が負担すべき額を控除した額（以下「被保険者等負担

額」という。）から更に」に改め、同項を同条第１項とし、同条第３項を同条第２項とし、

同条第４項中「第２項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同項の次に次の１

項を加える。 

４ 第２条第１項第２号に規定する者並びに第２条第１項第３号及び第４号に規定する者

（その者を現に監護している者が低所得者である者に限る。）に医療保険各法の規定に

よる療養の給付等が行われた場合における医療費の助成は、被保険者等負担額の範囲内

で行う。 

第４条第９項中「第２項から第７項まで（」を「第１項から第９項まで（第３項及び」

に改め、同項を同条第１１項とし、同条第８項を同条第１０項とし、同条第７項第１号中

「第１項各号」を「次のアからウまで」に改め、「（同項第３号に掲げる対象者にあって

は、入院の医療に関する療養の給付等に係るものに限る。）」を削り、同号に次のように

加える。 
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   ア 第２条第１項第２号に規定する者 

   イ 第２条第１項第３号及び第４号に規定する者（その者を現に監護している者が

低所得者である者に限る。）    

ウ 第２条第１項第３号及び第４号に規定する者（入院の医療が行われた者（その

者を現に監護している者が低所得者である者を除く。）に限る。） 

第４条第７項第２号中「第２項」を「第１項」に改め、「前項まで（」の次に「第３項及

び」を加え、同項を同条第９項とし、同条第６項を同条第８項とし、同条第５項を同条第

７項とし、同項の前に次の２項を加える。 

５ 第２条第１項第３号に規定する者（その者を現に監護している者が低所得者である者

を除く。）に医療保険各法の規定による療養の給付等が行われた場合における医療費の

助成は、次の各号に掲げる療養の給付等の種別に応じ当該各号に定めるとおりとする。 

(１) 医療保険各法の規定による入院以外の医療に関する療養の給付等 被保険者等負

担額から保険医療機関等ごとに同一の月において２日目までを限度として１日につ

き、２００円（被保険者等負担額が２００円に満たない場合にあっては、その額）

を一部負担金として控除した額の範囲内で行う。 

(２) 医療保険各法の規定による入院の医療に関する療養の給付等 被保険者等負担額

の範囲内で行う。 

６ 第２条第１項第４号に規定する者（その者を現に監護している者が低所得者である者

を除く。）に医療保険各法の規定による療養の給付等が行われた場合における医療費の

助成は、次の各号に掲げる療養の給付等の種別に応じ当該各号に定めるとおりとする。 

(１) 医療保険各法の規定による入院以外の医療に関する療養の給付等 被保険者等負

担額から保険医療機関等ごとに同一の月において２日目までを限度として１日につ

き、４００円（被保険者等負担額が４００円に満たない場合にあっては、その額）

を一部負担金として控除した額の範囲内で行う。 

(２) 医療保険各法の規定による入院の医療に関する療養の給付等 被保険者等負担額

の範囲内で行う。 

 第６条第３項を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和９年７月１日から施行する。ただし、第２条第３項の改正規定は、
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公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、令和９年７月１日以後の診

察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に

係る医療費の助成については、なお従前の例による。 
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議案第５５号 

宝塚市立地域児童育成会条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市立地域児童育成会条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和８年（２０２６年）５月２２日提出 

                        宝塚市長 森  臨太郎   

 

宝塚市条例第  号 

宝塚市立地域児童育成会条例の一部を改正する条例 

宝塚市立地域児童育成会条例（平成１６年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

第８条第２項中「８，０００円」を「１２，０００円」に改め、同項第１号中

「９，６００円」を「１４，０００円」に改め、同項第２号中「１０，４００円」を

「１５，０００円」に改め、同項第３号中「１１，２００円」を「１６，０００円」に改

める。 

第９条第２項を削る。 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第９条関係） 

児童の属する世帯の階層区分等 児童の区分 減額又は免除 

前年度分市民税の所得割の額（世

帯構成員中２人以上の所得がある

場合については、所得割の額の合

計額とする。以下この表において

同じ。）が２３万５，０００円以

上の世帯 

２番目の児童 育成料の２分の１に相当す

る額の減額 

３番目以降の児

童 

免除 

 前年度分市民税の所得割の額が９

万円以上２３万５，０００円未満

の世帯 

１番目の児童 育成料の４分の１に相当す

る額の減額 

２番目の児童 育成料の８分の５に相当す

る額の減額 

３番目以降の児

童 

免除 

 -35-



前年度分市民税の所得割の額が９

万円未満の世帯 

１番目の児童 育成料の２分の１に相当す

る額の減額 

２番目の児童 育成料の４分の３に相当す

る額の減額 

３番目以降の児

童 

免除 

前年度分市民税の所得割が非課税

の世帯 

全ての児童 免除 

生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）による被保護世帯 

全ての児童 免除 

上記に定めるもののほか、規則で

定める世帯 

その都度市長が

認める児童 

その都度市長が定める額の

減額又は免除 

 備考 

１ この表において「１番目の児童」とは、同一世帯で１人の児童が育成会に入所し

ているときの当該児童又は同一世帯で２人以上の児童が育成会（第１条に規定する

放課後児童健全育成事業を行う施設で、宝塚市以外のものが設置したもののうち市

長が認めるものを含む。以下この表において同じ。）に入所しているときの最年長

の児童をいう。 

２ この表において「２番目の児童」とは、同一世帯で２人以上の児童が育成会に入

所しているときの２番目に年長の児童をいう。 

３ この表において「３番目以降の児童」とは、同一世帯で３人以上の児童が育成会

に入所しているときの当該児童（最年長の児童及び２番目に年長の児童を除く。）

をいう。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第８条第２項、第９条及び別表第２の規定は、令和９年４月以後の月分の育

成料について適用し、同月前の月分の育成料については、なお従前の例による。 
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議案第５６号 

宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を

次のとおり制定するものとする。 

令和８年（２０２６年）５月２２日提出 

                        宝塚市長 森  臨太郎   

 

宝塚市条例第 号 

宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例 

宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成１３年条例第３０

号）の一部を次のように改正する。 

別表第２の９宝塚山手台地区地区整備計画区域の部(カ)の項中 

「 

建築物の外

壁等の面か

ら計画図に

表示するａ

の部分の道

路 境 界 線

（水路があ

る場合にお

いては、そ

の水路との

境界線）ま

での距離 

建築物の外

壁等の面か

ら計画図に

表示するａ

及びｂの部

分以外の部

分の道路境

界線（水路

がある場合

に お い て

は、その水

路との境界

線）までの

距離 

建 築 物 の 外

壁 等 の 面 か

ら 計 画 図 に

表 示 す る ａ

の 部 分 の 道

路 境 界 線

（ 水 路 が あ

る 場 合 に お

い て は 、 そ

の 水 路 と の

境 界 線 ） ま

での距離 

建 築 物 の 外

壁 等 の 面 か

ら 計 画 図 に

表 示 す る ａ

及 び ｂ の 部

分 以 外 の 部

分 の 道 路 境

界 線 （ 水 路

が あ る 場 合

に お い て

は 、 そ の 水

路 と の 境 界

線 ） ま で の

距離 

建築物の外壁等の面から

道路境界線（水路がある

場合においては、その水

路との境界線）までの距

離 

  」 
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を 

「 

建築物の外

壁等の面か

ら計画図に

表示するａ

の部分の道

路 境 界 線

（水路があ

る場合にお

いては、そ

の水路との

境界線）ま

での距離 

建築物の外

壁等の面か

ら計画図に

表示するａ

の部分以外

の部分（計

画図に表示

するｂの部

分 を 除

く。）の道

路 境 界 線

（水路があ

る場合にお

いては、そ

の水路との

境界線）ま

での距離 

建 築 物 の 外

壁 等 の 面 か

ら 計 画 図 に

表 示 す る ａ

の 部 分 の 道

路 境 界 線

（ 水 路 が あ

る 場 合 に お

い て は 、 そ

の 水 路 と の

境 界 線 ） ま

での距離 

建 築 物 の 外

壁 等 の 面 か

ら 計 画 図 に

表 示 す る ａ

の 部 分 以 外

の 部 分 （ 計

画 図 に 表 示

す る ｆ の 部

分 を 除

く 。 ） の 道

路 境 界 線

（ 水 路 が あ

る 場 合 に お

い て は 、 そ

の 水 路 と の

境 界 線 ） ま

での距離 

建築物の外壁等の面から

計画図に表示するｆの部

分を除く部分の道路境界

線（水路がある場合にお

いては、その水路との境

界線）までの距離 

              」 

に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５７号  

和解することについて 

次のとおり損害賠償請求事件に関し和解をしようするので、地方自治法第９６条第１項

の規定により、議会の議決を求める。 

  令和８年（２０２６年）５月２２日提出 

宝塚市長 森  臨太郎   

 

  宝塚市は、損害賠償請求事件に関し、次のとおり和解する。 

１ 事件名  神戸地方裁判所伊丹支部令和７年（ワ）第１８３号損害賠償請求事件 

２ 当事者  原 告  ああああああああああああああああああ 

                    ああああああ 

同法定代理人親権者    ああああああ 

       被 告  ああああああああああああああ 

                    あああああああ 

       同法定代理人親権者    あああああああ  

       同法定代理人親権者    あああああああ 

       補助参加人 宝塚市東洋町１番１号 

宝塚市 

代表者 宝塚市長 森  臨太郎 

３ 和解の要旨 

(１) 被告及び補助参加人は、原告に対し、本件解決金として、連帯して金１００万

円の支払義務があることを認める。 

(２) 補助参加人は原告に対し、前項の金員を、本和解成立後速やかに、原告指定の

口座宛に振込送金する方法により支払う。ただし、振込手数料は補助参加人の負担

とする。 

(３) 原告は、その余の請求を放棄する。ただし、本件事故と相当因果関係のある後

遺障害が発生した際の損害に関する賠償請求を除く。 

(４) 当事者らは、原告と被告の間、原告と補助参加人の間、及び被告と補助参加人

の間に、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないこと

を相互に確認する。ただし、将来、原告に、本件事故と相当因果関係のある後遺障
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害が発生したときは、原告と補助参加人は、原告のかかる後遺障害に関する損害に

ついて、別途協議するものとする。 

(５) 訴訟費用は各自の負担とする。 

 

※個人情報等の保護のため一部マスキングしています。 
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議案第５８号 

   損害賠償の額の決定について 

 次のとおり損害賠償の額を決定しようとするので、地方自治法第９６条第１項の規定に

より、議会の議決を求める。 

  令和８年（２０２６年）５月２２日提出               

宝塚市長 森  臨太郎      

 

宝塚市は、次のとおり市立学校の部活動により生じた損害を賠償する。 

１ 賠償の理由 

令和７年（２０２５年）１１月１１日、宝塚市長尾町６０番１外地内の相手方所

有の温室の天井ガラスが破損していたため、その原因を調査したところ、隣接する

宝塚市立長尾中学校の野球部の部活動指導の際、同校の教職員が同野球部所属の生

徒に対し、学校敷地外へボールが飛び出さないよう指導するなどの適切な対応が徹

底できていなかったため、同生徒が打撃した軟式野球ボールが学校敷地外へ飛び出

して同温室の天井ガラスに接触し、当該天井ガラスが破損したことが判明した。こ

の原因による事故は、同日までに複数回発生していたことを確認した。 

これらの事故は、市立学校の教職員の過失によるものと認められるので、その損

害を賠償する。 

２ 賠償の金額 

  金７８６，５００円 

３ 賠償の相手方 

  あああああああああああああ 

   あああああああ 

 

※個人情報等の保護のため一部マスキングしています。 
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議案第５９号 

宝塚市自治功労者の認定について 

次の者を宝塚市自治功労者としたいので、宝塚市自治功労者条例第２条第３号の規定に

より、議会の認定を求める。 

令和８年（２０２６年）５月２２日提出 

宝塚市長 森  臨太郎   

 

宝塚市自治功労者に認定しようとする者 

住 所  あああああああああああああああ 

氏 名  吉 岡 睦 展 

 

※個人情報等の保護のため一部マスキングしています。 
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議案第６０号 

宝塚市自治功労者の認定について 

次の者を宝塚市自治功労者としたいので、宝塚市自治功労者条例第２条第３号の規定に

より、議会の認定を求める。 

令和８年（２０２６年）５月２２日提出 

宝塚市長 森  臨太郎   

 

宝塚市自治功労者に認定しようとする者 

住 所  あああああああああああああああああ 

氏 名  岡 本 直 也 

 

※個人情報等の保護のため一部マスキングしています。 
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議案第６１号  

   宝塚市農業委員会の委員任命につき同意を求めることについて 

 宝塚市農業委員会の委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条

第１項の規定により、議会の同意を求める。  

令和８年（２０２６年）５月２２日提出 

宝塚市長 森  臨太郎   

 

宝塚市農業委員会の委員に任命しようとする者 

氏名 住所 備考 

今 里 善 直 あああああああああああああ  

金 岡 保 恵 あああああああああああああああ  

阪 上 勝 弥 あああああああああああああああ 認定農業者 

阪 上 栄 仁 あああああああああああああああああああ  

田 川 千 恵 ああああああああああああああ 認定農業者に準ずる者 

中 西 健 二 あああああああああああああああ 認定農業者 

平 塚 茂 樹 ああああああああああああああ  

福 田 俊 治 ああああああああああああああ 認定農業者に準ずる者 

舩 岡 知恵美 ああああああああああああああ  

三 坂 友 章 あああああああああああ 利害関係を有しない者 

南  豊 ああああああああああああああああ 認定農業者に準ずる者 

南上田 有 美 あああああああああああああ  

安 庭 定 幸 ああああああああああああ  

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。 
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諮問第２号 

人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて 

宝塚市の区域の人権擁護委員１３人のうち１人の任期が、令和８年１２月３１日をもっ

て満了するため、次の者を委員の候補者として法務大臣に推薦したいので、人権擁護委員

法第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

令和８年（２０２６年）５月２２日提出 

宝塚市長 森  臨太郎   

 

人権擁護委員の候補者として推薦しようとする者 

住 所  ああああああああああああああああああ 

氏 名  荻 野 雅 憲 

 

※個人情報等の保護のため一部マスキングしています。 
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